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③
 
環

境
報
告
書
の
第
三
者

レ
ビ
ュ
ー
の
取
組

 

  
○
規
制
改
革
推
進

3
か
年
計
画
（
再
改
定
：
平
成

15
年

3
月

28
日

 
閣
議
決
定
）

で
は
、
環
境
報
告
書

の
普
及
啓
発

、
情
報

の
比
較

可
能
性

・
信
頼
性

の
確
保
が
課
題

と
し
て
挙

げ
ら
れ
て
い
る
。

 
○
平
成

14
年
度

 
環
境
に
や
さ
し
い
企
業
行
動
調
査
結
果

で
は
、
環
境
報
告
書

を
作
成

し
て
い
る
」
と
回
答

し
た

65
0
社

の
う
ち
、

 
・
第
三
者

レ
ビ
ュ
ー
を
既
に
受

け
て
い
る
企
業
数

 
 

13
1
社

 
20

.2
％

 
・
今
後

、
受

け
る
こ
と
を
検
討

し
て
い
る
企
業
数

 
 

19
0
社

 
29

.2
％

 
   

出
典
：
環
境
省
 
平
成

14
年
度
環
境
に

や
さ
し
い
企
業
行
動
調
査
結
果

 

環
境
報
告
書

の
第
三
者

レ
ビ
ュ
ー
の
受
審
状
況

 

環
境
報
告
書
第
三
者
レ
ビ
ュ
ー
の
受
審
状
況

1
3
1

1
1
3

1
9
0

2
0
1

2
8
8

2
3
1

3
1

1
9

1
0

1
5

0
1
0
0

2
0
0

3
0
0

4
0
0

5
0
0

6
0
0

7
0
0

平
成
1
4
年
度

平
成
1
3
年
度

既
に
受
審

今
後
受
審
を
検
討

受
審
予
定
は
な
い

そ
の
他

回
答
な
し

 

環
境
報
告
書

の
第
三
者

レ
ビ
ュ
ー
の
取
組
状
況
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環
境
報
告
書

の
第
三
者
審
査

を
受

け
て
い
る
企
業

は
年

々
増
加

し
て
お
り
、
東
京
証
券

取
引
所

に
お
い
て
環
境
報
告
書

の
第
三
者
審
査

を
受

け
て

い
る
企
業

の
時
価
総
額

の
割
合

が
25

.1
%
を
占

め
て
い
る
。
こ
れ
は
、
日
本

の
経
済
規
模

に
お
い
て
も
大
き
な
割
合

を
占

め
て
い
る
。

 

 

東
京
証
券
取
引
所
の
時
価
総
額
に
占
め
る
第
三
者
審
査
受
審

企
業
の
割
合

 

第
三
者
審
査
受
審
企
業

 
25

.1
％

 
 

30
1 

兆
円

 

環
境
報
告
書
発
行
企
業

 
58

.4
％

 
 

第
三
者
審
査
を
受
審
し
て
い
な
い
企
業

 
74

.9
％

 
 環

境
報
告
書
を
発
行
し
て
い
な
い
企
業

 
41

.6
％

 
 

環
境
報
告
書

の
第
三
者
審
査

を
受

け
て
い
る
企
業

の
割
合
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出
典
：
ソ
ニ
ー
（
株
）
 

C
SR

レ
ポ
ー
ト

20
03

 
出
典
：
ト
ヨ
タ
自
動
車
（
株
）
 

En
vi

ro
nm

en
ta

l &
 S

oc
ia

l R
ep

or
t 2

00
3 

第
三
者

レ
ビ
ュ
ー
の
具
体
例

 
第

2
章

4.
（

2）
 



  
環
境
報
告
書
の
進
展
に
つ
れ
、
報
告
書
に
提
示
さ
れ

た
情
報
の
質
、
正
確
性
や

信
頼
性
、
提
示
さ
れ
た
情
報
が
企
業
の
環
境
、
社
会
面

の
負
荷
を
公
平
か
つ
完
全
に
表
し

て
い
る
か
と
い
う
こ
と
に
関
す
る
懸
念
が
生
じ
て
き
て
い
る
。（

H
13

環
境
報
告
の
促
進
方
策
報
告
書
）
 

一
方
で
、
環
境
報
告
書
の

信
頼
性
を
高
め
る
た
め
に
、
第
三
者
検
証
意
見
な
ど

を
付
与
す
る
取
組
み
は
、
ま
だ
発
展
途
上
で
あ
り
、
い
く

つ
か
の
機
関
で
そ
の
た
め
の
ガ
イ

ド
ラ
イ
ン
等
が
作
成
、
検
討
さ
れ
て
い
る
。

 
G

FT
25

0
社
（
ﾌ
ｫ
ｰ
ﾁ
ｭ
ｰ
ﾝ
･ｸ
ﾞ
ﾛ
ｰ
ﾊ
ﾞ
ﾙ

50
0
社
中
の
ト
ッ
プ

25
0
社
）
中
の
報
告
書
発
行

11
4
社
中
、

29
％
は
第
三
者
機
関
の
検
証
を
つ

け
て
い
る
。

 
 

第
三
者
レ
ビ
ュ
ー
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
等
の

概
要

 
発

行
主

体
 

タ
イ

ト
ル

及
び

作
成

時
期

 
概

要
 

目
的

 
対

象
 

構
成

 
１

．
日

本
公

認

会
計

士
協

会
 

（
JI

C
PA

) 

『
環

境
報

告
書

保
証

業
務

指

針
（

試
案

）
』
（

中
間

報
告

）

（
20

01
年

7
月

）
 

20
00

年
の

「
環

境
報

告
書

保
証

業
務

指
針

（
試

案
）
」（

案
）
に
対

す
る

意
見

等
を

踏
ま

え
て

取
り

ま
と

め
た

二
次

試
案

 

企
業

等
が

作
成

す
る

環
境

報
告

書

に
記

載
さ

れ
て

い
る

環
境

情
報

の

信
頼

性
に

対
す

る
保

証
を

付
与

す

る
業

務
に

つ
い

て
の

ガ
イ

ド
ラ

イ

ン
を

示
す

こ
と

。
 

特
に

記
載

は
な

い

が
、

そ
の

目
的

と
内

容
か

ら
保

証
付

与
人

を
主

た
る

対
象

と
し

て
い

る
と

考
え

ら
れ

る
。

 

1
章

 
一

般
指

針
 

保
証

業
務

に
関

す
る

一
般

的
事

項
や

保
証

付
与

者
の

資
質

等
  

2
章

 
実

施
指

針
 

保
証

業
務

の
詳

細
な

手
続

き
等

 
3
章

 
報

告
指

針
 

保
証

業
務

の
結

果
の

報
告

方
法

等
に

つ
い

て
記

載
資

料
と

し
て

、

環
境

保
証

業
務

報
告

書
の

参
考

例
と

環
境

報
告

書
の

保
証

業
務

に
関

す
る

主
要

な
手

続
例

 
２

．
欧

州
会

計

士
連

盟
（

FE
E）

 FE
E 

di
sc

us
si

on
 P

ap
er

 
“

Pr
ov

id
in

g 
As

su
ra

nc
e 

on
 

En
vi

ro
nm

en
ta

l R
ep

or
ts
”

（
19

99
年

10
月

）
 

デ
ィ

ス
カ

ッ
シ

ョ
ン

ペ
ー

パ
ー

及
び

そ
れ

に
関

連
し

て
コ

メ
ン

ト
を

求
め

る
た

め
の

質
問

事
項

 

国
際

監
査

実
務

委
員

会
（

IA
PC

 

現
 
国

際
監

査
・
保

証
基

準
審

査
会

（
IA

SS
B）

）
が

作
成

中
の

環
境

報

告
書

の
保

証
業

務
に

関
す

る
国

際

規
格

に
資

す
る

た
め

に
、
国

際
的

な

議
論

の
シ

ミ
ュ

レ
ー

シ
ョ

ン
を

行

う
と

と
も

に
、
デ

ィ
ス

カ
ッ

シ
ョ

ン

ペ
ー

パ
ー

自
体

や
そ

れ
に

対
す

る

反
応

等
に

基
づ

く
イ

ン
プ

ッ
ト

を

IA
PC

に
対

し
て

行
う

こ
と

。
G

R
I

が
行

っ
て

い
る

、
持

続
可

能
性

報
告

書
へ

の
保

証
付

与
の

ガ
イ

ド
ラ

イ

ン
策

定
に

資
す

る
こ

と
。

 
  

一
義

的
に

は
職

業
会

計
士

を
対

象
に

す
る

が
、

そ
の

他
の

専
門

家
が

保
証

を
行

っ
て

い
る

こ
と

も
認

識
し

て
お

り
、

多
様

な
グ

ル
ー

プ
か

ら
の

意
見

を
歓

迎
し

て
い
る

。
 

1
章

 
イ

ン
ト

ロ
ダ

ク
シ

ョ
ン

 
環

境
報

告
書

保
証

業
務

の
背

景
等

 
2
章

 
保

証
業

務
の

責
任

 
チ

ー
ム

で
行

う
保

証
の

際
の

論
点

や
責

任
の

所
在

、
能

力
等

 
3
章

 
業

務
の

受
諾

 
保

証
を

行
う

こ
と

が
決

ま
っ

た
際

の
論

点
等

 
4
章

 
保

証
付

与
に

お
け

る
主

要
な

問
題

点
 

実
施

の
指

針
等

 
5
章

 
そ

の
他

の
重

要
な

考
察

 
保

証
業

務
の

原
則

等
 

6
章

 
報

告
 

報
告

の
指

針
等

に
つ

い
て

記
載
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発
行

主
体

 
タ

イ
ト

ル
及

び
作

成
時

期
 

概
要

 
目

的
 

対
象

 
構

成
 

３
．

ド
イ

ツ
会

計
士

協
会

（
ID

W
）

 

Ｉ
Ｄ

Ｗ
 A

ud
iti

ng
 

St
an

da
rd

: G
en

er
al

ly
 

Ac
ce

pt
ed

 S
ta

nd
ar

ds
 fo

r 
Au

di
ts

 o
f E

nv
iro

nm
en

ta
l 

R
ep

or
t (

ID
W

 A
uS

 8
20

)
（

19
99

年
9
月

）
 

環
境

報
告

書
の

保
証

業
務

に
関

す
る

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

 

環
境

報
告

書
に

対
す

る
、
個

々
に

異

な
る

監
査

の
主

題
を

明
ら

か
に

す

る
と

と
も

に
、
監

査
実

施
者

の
責

任

を
制

限
す

る
こ

と
の

な
い

よ
う

な

方
法

で
専

門
的

な
基

準
を

設
定

す

る
こ

と
。
 

 
「

財
務

諸
表

の
監

査

に
お

け
る

一
般

的
に

合
意

さ
れ

た

基
準

（
G

en
er

al
ly

 
ac

ce
pt

ed
 

st
an

da
rd

s 
fo

r 
th

e 
au

di
t 

of
 

fin
an

ci
al

 s
ta

te
m

en
ts
）」

を
環

境

報
告

書
に

適
用

す
る

方
法

を
示

す

と
と

も
に

、
環

境
報

告
書

の
監

査
の

範
囲

と
限

界
を

示
す

こ
と

。
 

会
計

士
を

対
象

と
す

る
。

 
1
章

 
イ

ン
ト

ロ
ダ

ク
シ

ョ
ン

 
環

境
報

告
書

保
証

業
務

の
現

状
等

 
2
章

 
環

境
報

告
書

の
定

義
 

環
境

報
告

書
の

定
義

等
 

3
章

 
業

務
の

受
諾

 
業

務
の

範
囲

と
受

諾
条

件
等

 
4
章

 
監

査
実

施
基

準
 

監
査

の
詳

細
な

手
続

き
等

 
5
章

 
長

文
形

式
の

監
査

報
告

書
 

監
査

報
告

書
（

作
成

し
な

い
場

合
も

あ
る

）
の

内
容

 
6
章

 
証

明
報

告
書

 
そ

の
内

容
と

フ
ォ

ー
マ

ッ
ト

等
に

つ
い

て
基

準
を

設
定

 

４
．

グ
ロ

ー
バ

ル
・

レ
ポ

ー
テ

ィ
ン

グ
・

イ
ニ

シ
ア

テ
ィ

ブ

（
G

R
I) 

O
ve

ra
rc

hi
ng

 P
rin

ci
pl

es
 fo

r 
Pr

ov
id

in
g 

In
de

pe
nd

en
t 

As
su

ra
nc

e 
on

 
Su

st
ai

na
bi

lit
y 

R
ep

or
ts

（
20

01
年

4
月

）
 

検
証

に
お

け
る

諸
原

則
を

列
記

し
た

ワ
ー

キ
ン

グ
ペ

ー
パ

ー
と

、

そ
れ

に
関

連
し

て
コ

メ
ン

ト
を

求
め

る
た

め
の

質
問

事
項

 

G
R

I
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
に

含
ま

れ
る

際
に

は
、
持

続
可

能
性

報
告

書
を

作

成
す

る
主

体
、
利

用
者

及
び

保
証

付

与
者

に
対

し
て

持
続

可
能

性
報

告

書
の

保
証

に
関

す
る

実
際

的
な

手

引
き

を
示

す
こ

と
。

 

持
続

可
能

性
報

告
書

を
作

成
す

る
主

体
、

利
用

者
及

び
保

証
付

与
者

を
対

象
と

す

る
。

 

1
章

 
独

立
し

た
保

証
を

受
け

る
た

め
の

企
業

の
立

場
 

受
審

者
が

行
う

べ
き

こ
と

 
2
章

 
保

証
業

務
の

必
要

条
件

 
証

拠
や

基
準

の
必

要
性

 
3
章

 
ア

プ
ロ

ー
チ

と
手

続
き

 
保

証
業

務
の

実
施

の
手

続
き

等
 

4
章

 
結

果
の

コ
ミ

ュ
ニ

ケ
ー

シ
ョ

ン
 

報
告

の
方

法
等

 
5
章

 
保

証
付

与
者

の
能

力
 

保
証

付
与

者
の

適
正

等
に

つ
い

て
記

載
 

5． Ac
co

un
t-A

bi
lit

y 

Th
e 

AA
10

00
 

As
su

ra
nc

e 
St

an
da

rd
 

AA
10

00
シ

リ

ー
ズ

は
社

会
会

計
、
監

査
、
報
告

プ
ロ

セ
ス

な
ど

を
扱

っ
て

い
る

規
格

 
20

03
年

に
持

続

可
能

性
報

告
の

保
証

基
準

を
公

開
 

企
業

等
が

出
す

、
社

会
、
環

境
、
経

済
パ

フ
ォ

ー
マ

ン
ス

に
関

す
る

報

告
書

の
信

頼
性

と
品

質
を

保
証

す

る
た

め
の

世
界

発
の

保
証

基
準

を

示
す

も
の

。
 

社
会

、
環

境
、

経
済

パ
フ

ォ
ー

マ
ン

ス
に

関
す

る
企

業
の

報
告

書
へ

の
保

証
付
与

者
 

1
章

 
保

証
格

差
を

埋
め

る
 

2
章

 
基

準
の

要
約

 
3
章

 
ア

カ
ウ

ン
タ

ビ
リ

テ
ィ

・
コ

ミ
ッ

ト
メ

ン
ト

 
4
章

 
AA

10
00

の
原

則
３

原
則

：
重

要
性

、
網

羅
性

、
対

応
性

 
5
章

 
証

拠
 

報
告

書
中

の
情

報
の

裏
付

け
る

情
報

の
評

価
 

6
章

 
保

証
声

明
報

告
組

織
の

報
告

書
お

よ
び

そ
の

た
め

の
シ

ス

テ
ム

、
プ

ロ
セ

ス
、

能
力

の
保

証
に

つ
い

て
の

保
証

声
明

 
7
章

 
保

証
付

与
者

基
準

保
証

付
与

者
の

独
立

性
、
公
平

性
等

に
つ

い
て

 
付

属
書

Ａ
 

用
語

集
 

付
属

書
Ｂ

 
AA

10
00

シ
リ

ー
ズ
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